
公益財団法人都市緑化機構特定緑地保全業務に関する規程 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、都市緑地法（昭和 48年法律第72号。以下「法」という。）第 69条第１項の

規定により国土交通大臣より都市緑化支援機構として指定された公益財団法人都市緑化機構（以

下「機構」という。）が行う特定緑地保全業務に関する内容及び方法を定め、もってその適正か

つ確実な実施に資することを目的とする。 

（業務運営の基本方針） 

第２条 機構は、この規程に従って行う業務が法第69条第１項の規定により指定された支援機構

として行うものであることに鑑み、都市における緑地の保全を支援するため、各業務の円滑かつ

効率的な運営に努めるものとする。 

（用語） 

第３条 この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

（特定緑地保全業務を行う事務所に関する事項） 

第４条 機構が特定緑地保全業務を行う事務所の名称及び所在地は、以下に定めるところとする。 

 名 称：公益財団法人都市緑化機構 

 所在地：東京都千代田区神田神保町三丁目２番地４田村ビル２階 

（区分経理の方法その他の経理に関する事項） 

第５条 機構は、特定緑地保全業務を機構が実施する他の業務と区分して経理するものとする。 

（国との連携） 

第６条 機構は、法第17条の２第１項の規定による都道府県等からの機構に対する要請（以下

「業務実施要請」という。）への対応及び、特定緑地保全業務の実施について、国と連携を図る

ものとする。 

 

第２章 特定緑地保全業務 

（特定緑地保全業務の実施） 

第７条 機構は、業務実施要請について、当該要請に係る対象土地（以下「要請対象土地」とい

う。）が次条に規定する基準のすべてを満たすと認めるときは、法第17条の２第２項の規定に基

づき、遅滞なく、当該要請をした都道府県（市の区域内にあっては、当該市。以下「都道府県

等」という。）に対し、特定緑地保全業務を実施する旨を通知するものとする。（以下この通知の

対象土地を「業務対象土地」という。） 

２ 機構は、前項の通知を文書により行うものとする。 

（特定緑地保全業務を行うべき土地の基準） 

第８条 機構が特定緑地保全業務を行うべき土地の基準は次に掲げるものとする。 

一 法第 12条第１項の規定による特別緑地保全地区内に所在する土地 

二 所有者が、法第14条第１項に掲げる行為をするために、当該行為の実施について都道府県

知事（市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。）の許可を求

め、都道府県知事等がこれを許可しなかった土地 

三 所有者から都道府県等に、当該許可を受けることができないため要請対象土地の利用に著し

い支障を来たすこととなることにより要請対象土地を買い入れるべき旨の申し出があった土地 

四 第 11条第一号に規定する通知の送付を受けた土地又は、通知の送付を受ける予定の土地 

五 形状、地積、隣地境界が明確である土地 

六 共有者が存する場合、すべての共有者が買入れに同意している土地又は、次条第１項第一号

に規定する時期（本条において以下「買入れ時期」という。）までに同意する見込みであると



機構が認める土地 

七 買入れ時期までに相続が発生した場合に相続人となり得る者が買入れに同意している土地又

は、買入れ時期までに同意する見込みであると機構が認める土地 

八 所有権以外に設定されている権利がない土地又は、所有権以外の権利が設定されている土地

で、買入れ時期までに所有者がこれを抹消することが確実であると機構が認める土地 

九 公租公課の滞納がない土地又は、公租公課の滞納がある土地で、買入れ時期までに所有者が

これを解消することが確実であると機構が認める土地 

十 相隣関係に争いがない土地又は、相隣関係に争いがある土地で、買入れ時期までに所有者が

これを解消することが確実であると機構が認める土地 

十一 樹木以外の所有者の所有物がない土地又は、樹木以外の所有者の所有物がある土地で、買

入れ時期までに所有者がこれを撤去することを誓約し、その履行が確実であると機構が認め

る土地 

十二 越境物、不法投棄物、残置物がない土地又は、越境物、不法投棄物、残置物がある土地

で、買入れ時期までに所有者または原因者がこれを撤去または解消することを誓約し、その

履行が確実であると機構が認める土地 

（業務実施協定の締結に関する事項） 

第９条 機構が第７条第１項に規定する通知をしたときは、機構及び当該通知を受けた都道府県等

は、法第 17条の２第３項の規定に基づき、当該通知の後速やかに、特定緑地保全業務の実施の

ため、次に掲げる事項をその内容に含む協定（以下「業務実施協定」という。）を締結するもの

とする。 

一 業務対象土地の買入れの時期（以下「買入れ時期」という。） 

二 業務対象土地の区域内において行う機能維持増進事業の内容及び方法 

三 業務対象土地の管理の内容及び方法 

四 業務対象土地を保有する期間 

五 前号の期間内において行う都道府県等への業務対象土地の譲渡の方法及び時期 

六 第一号から第三号及び前号に規定する業務の実施に要する費用であって都道府県等が負担す

べきものの支払の方法及び時期 

七 業務対象土地の買入れの方法 

八 第一号に規定する業務の実施に要した費用の額を超えない範囲内において定める都道府県等

が負担する費用の額の算定方法 

九 第六号に従い都道府県等が負担する費用の額の算定方法及び算定根拠の明示の方法 

十 その他特定緑地保全業務の実施に関し必要な事項 

２ 前項第四号に規定する期間は、第 11条第一号に規定する国からの通知に表示された貸付金交

付予定時期（以下「貸付金交付予定時期」という。）から起算して 10年を超えないものとする。 

３ 第１項第五号に規定する譲渡の時期は貸付金交付予定時期から起算して４年を超えないものと

する。 

（特定緑地保全業務の実施の方法に関する事項） 

第 10条 特定緑地保全業務のうち土地の買入れに係る業務の実施の方法は、次の各号に掲げるも

のとする。 

一 機構は、法第 17条の２第４項の規定に基づき、前条に規定する業務実施協定の内容に従っ

て業務対象土地の所有者から業務対象土地を買い入れるものとする。 

二 機構は、機構に業務実施要請をした都道府県等に、次に掲げる事項を含む文書を業務対象土

地の所有者に提示させるとともに、これについての業務対象土地の所有者の同意を得るよう求

めるものとする。 

ア 機構が都道府県等に代わって業務対象土地を所有者から買い入れること 

イ 機構による業務対象土地の買入れは法に基づいて行われるものであって、買入れに係るす



べての条件は、都道府県等が業務対象土地を買い入れる場合と何ら変わりがないこと 

三 機構は、業務対象土地の所有者又は都道府県等に、測量士又は土地家屋調査士による業務対

象土地の確定測量（以下「確定測量」という。）を行わせ、買入れ時期までに確定測量図を機

構に提示させるものとする。 

四 前号の規定にかかわらず、都道府県等が機構に確定測量を行うことを要請する場合には、機

構は業務実施協定において機構が確定測量を行うことを定めた上で、業務実施協定に従いこれ

を行うものとする。 

五 機構は、買入れに係る業務対象土地の面積を第三号又は前号に基づく確定測量に従う面積

（実測面積）とするものとする。 

六 機構は、業務対象土地の所有者及び都道府県等に、第三号に掲げる測量図又は第四号に掲げ

る測量による測量図に基づく業務対象土地と隣地との境界を現地において明示させるものとす

る。 

七 機構は、第三号又は第四号の測量面積と登記簿記録の面積との間に相違がある場合、業務対

象土地の所有者又は都道府県等に、買入れ時期までに地積更正登記を行わせるものとする。 

八 前号の規定にかかわらず、都道府県等が機構に地積更正登記を行うことを要請する場合に

は、機構は業務実施協定において機構が地積更正登記を行うことを定めた上で、業務対象土地

を買い入れた後に業務実施協定に従いこれを行うものとする。 

九 機構は、業務対象土地の所有者又は都道府県等に、業務対象土地の全ての隣接土地の所有者

から取得した境界確認書を買入れ時期までに機構に提示させるものとする。 

十 前号の規定にかかわらず、都道府県等が機構に境界確認書の取得を行うことを要請する場合

には、機構は業務実施協定において機構が境界確認書の取得を行うことを定めた上で、業務実

施協定に従いこれを行うものとする。 

十一 機構は、買入れに係る業務対象土地の価額を都道府県等又は機構が取得する不動産鑑定評

価額等をもとに都道府県等が定める価額（以下「買入れ価格」という。）とするものとす

る。 

十二 機構は、業務対象土地の買入れの対価（以下「売買代金」という。）を現金で支払うもの

とする。 

十三 業務対象土地の所有権は、機構が売買代金の全額を支払い、業務対象土地の所有者がこれ

を受領したときに、業務対象土地の所有者から機構に移転するものとする。 

十四 機構は、業務対象土地の所有者が次のことを行うにあたり遅滞が生じていると認めるとき

は、業務実施要請をした都道府県等に、業務対象土地の所有者に履行を促すことを求めるこ

とができるものとする。 

ア 売買代金全額の受領と同時に業務対象土地の機構への引き渡しを行うこと 

イ 売買代金全額の受領と同時に業務対象土地を機構の名義にするための所有権移転登記の申

請に必要な書類を機構に提示すること 

十五 機構は、業務対象土地の所有権移転登記の申請手続きを行うものとする。 

十六 機構は、業務対象土地の所有者が、所得税又は法人税の課税上、特定土地区画整理事業等

のために土地等を譲渡した場合の 2,000万円控除の特例の適用を受けようとする場合には、

次のことを行うものとする。 

ア 前号に基づく業務対象土地の所有権移転登記が完了した後、都道府県等と業務対象土地の

売買の予約契約又は業務対象土地の第三者への転売を停止条件とする停止条件付売買契約を

締結し、併せて都道府県等への所有権移転の仮登記を行う 

イ 都道府県知事等の「土地等を法第 17条の２第４項の規定により都市緑化支援機構が買い

取った旨を証する書類」（都市緑地法運用指針別添様式第２）を業務対象土地の所有者に交

付する 

十七 機構は、前号アに従う所有権移転の仮登記の申請手続きを都道府県等に依頼するものとす



る。 

十八 機構は、買入れを行った場合には、１月から３月まで、４月から６月まで、７月から９月

まで及び 10月から 12月までの各期間に支払うべき当該買入れに係る対価についての所得税

法第225条第１項第９号の規定による調書を、当該各期間に属する最終月の翌月末日まで

に、事業場の所在地の所轄税務署長に提出するものとする。 

２ 特定緑地保全業務のうち機能維持増進事業に係る業務の実施の方法は、次の各号に掲げるもの

とする。 

一 機能維持増進事業は、緑地の有する機能の維持増進を図るための立木竹の皆伐又は択伐、土

地の掘削その他必要な措置とする。 

二 機構は、都道府県等からの要請があった場合に、都道府県等が要請書に記載した特定緑地保

全業務に係る具体的内容に基づき、第１項第一号の規定により買い入れた業務対象土地の区域

内において、業務実施協定に従って機能維持増進事業を行うものとする。 

３ 特定緑地保全業務のうち土地の管理に係る業務の実施の方法は、次の各号に掲げるものとす

る。 

一 機構は、都道府県等からの要請があった場合に、都道府県等が要請書に記載した特定緑地保

全業務に係る具体的内容に基づき、第１項第一号の規定により買い入れた業務対象土地を適正

に管理するものとする。 

二 機構が前項に従い業務対象土地の管理を行う期間は、機構が業務対象土地を買い入れたとき

から都道府県等に譲渡するときまでとするものとする。 

三 機構は、業務対象土地を分割して引き渡す場合は、第９条第１項第三号に従い業務実施協定

に定める管理の内容及び方法において機構が管理を行う期間及び区域を定めるものとする。 

四 機構は、第９条第１項第四号に規定する期間中に業務対象土地に関して、機構が保有、機能

維持増進事業及び、管理を行うにあたって障害となることを認めた場合、当該期間が満了した

ときに都道府県等が業務対象土地を所有し、管理することとなること及び、第９条第２項の定

めに鑑み、原則として都道府県等にこれを解消することを求めるものとする。 

４ 特定緑地保全業務のうち土地の譲渡に係る業務の実施の方法は、次の各号に掲げるものとす

る。 

一 機構は、買い入れた業務対象土地を、業務実施協定に従って都道府県等に譲渡するものとす

る。 

二 機構は、譲渡に係る業務対象土地の価額（以下「譲渡価格」という。）を、買入れ価格と同

額とするものとする。 

三 機構は、譲渡に係る業務対象土地の面積を、第１項第五号に定める面積とするものとする。 

四 機構は、都道府県等が機構に支払う業務対象土地の譲渡の対価（以下「譲渡代金」とい

う。）の支払い済みの額に応じて、第９条第１項第五号に従い業務実施協定に定める譲渡の方

法及び時期に従って業務対象土地を一括又は分割により都道府県等に引き渡すものとする。 

五 機構は、前号に従い業務対象土地を分割により引き渡す場合における引き渡す土地の面積

を、第二号に定める譲渡価格に対する支払い済みの譲渡代金の額の割合を第三号に定める面積

に乗じた面積とするものとする。 

六 業務対象土地又は、業務対象土地を分割して引き渡す場合の引き渡す土地の所有権は、都道

府県等がその土地の引渡しを受けたときに機構から都道府県等に移転するものとする。 

七 機構は、第 1項三号の規定により都道府県等から提示された測量図又は、同項第四号に掲げ

る測量による測量図又は、業務対象土地を分割して引き渡す場合の引き渡す土地に対応する測

量図を、土地の引渡しの時に都道府県等に提示するものとする。 

八 機構は、引き渡した土地を都道府県等の名義にするための所有権移転登記の申請手続きを行

うことを都道府県等に要請するものとする。 

（特定緑地保全業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置に関する事項） 



第 11条 機構が講ずる特定緑地保全業務の適正かつ確実な実施を確保するための措置は、次の各

号に掲げるものとする。 

一 要請対象土地の買入れ及び機能維持増進事業に要する資金について、国に都市開発資金の貸

付けに関する法律（昭和41年法律第 20号）第１条第９項に定める資金の貸付けを申請し、国

から貸付決定通知の送付を受ける。 

二 前号による貸付金の国への償還は、業務対象土地の都道府県等への譲渡を開始した後に行

う。 

三 特定緑地保全業務の実施に要した費用（特定緑地保全業務に直接に要する費用（以下「直接

費」という。）のほか、事務費（人件費、旅費、その他費用及び消費税を含む）、第七号に掲げ

る要請による措置が講じられない場合の業務対象土地に係る公租公課を含む）のすべてを、業

務実施協定に従い都道府県等から徴収する。 

四 前号に掲げる業務に係る事務費の算定は、国土交通省受託事務処理規則第９条の規定に基づ

く経費の算定基準（平成13年１月６日国官会第 17号）に準拠し、次の表に掲げる直接費の額

ごとに区分して逓次に各率を乗じて算定した額を基準として、業務対象土地の状況等を勘案し

て都道府県等との調整の上、決定するものとする。 

 

直接費の額 直接費に対する事務費の率 

100万円以下の金額 8.100％ 

100万円を超え 500万円以下の金額 6.950％ 

500万円を超え 1,000万円以下の金額 5.900％ 

1,000 万円を超え 5,000万円以下の金額 4.950％ 

5,000 万円を超え１億円以下の金額 4.200％ 

１億円を超え３億円以下の金額 3.480％ 

３億円を超え５億円以下の金額 2.960％ 

５億円を超え７億円以下の金額 2.500％ 

７億円を超え10億円以下の金額 2.090％ 

10 億円を超え 15億円以下の金額 1.730％ 

15 億円を超え 20億円以下の金額 1.425％ 

20 億円超えの金額 1.220％ 

 

五 第三号に規定する費用のうち第一号に規定する通知の対象に含まれないものを都道府県等か

ら徴収する場合、業務実施協定に従い利子を徴収することができる。 

六 前号に従い利子を徴収する場合の利率は、都道府県等が支払いを開始する時の代表的な長期

金利等を参考として、都道府県等と調整の上、決定する。 

七 機構が業務対象土地を保有している期間は業務対象土地を公租公課の賦課の対象としないよ

う都道府県等に要請する。 

八 機構は、要請対象土地について、第８条に掲げる基準への適合の判定に要した費用がある場

合、都道府県等にこの負担を求める。 

 

第３章 その他 

（業務委託） 

第 12条 機構は、特定緑地保全業務を適正かつ確実に実施するために必要と認める場合には、そ

の一部を機構が選定する者に委託することができるものとする。 

２ 機構は、前項に従って業務を委託するときは、あらかじめ都道府県等に次に掲げる事項を通知

するものとする。 



一 業務委託の相手方の住所、氏名 

ニ 業務委託を行う業務の範囲 

三 業務委託の必要性及び業務委託先との契約金額 

（帳簿その他の特定緑地保全業務に関する書類の管理に関する事項） 

第 13条 機構は、法第75条の規定に基づく帳簿（以下「帳簿」という。）及びその他の特定緑地

保全業務に関する書類の保管・保存を、施錠のできるロッカー等において、個人情報及び秘密情

報が漏れることがなく、かつ、特定緑地保全業務以外の目的で複製、利用等がされない方法で行

うものとする。 

２ 機構は、帳簿に記載すべき事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。）に記録され、必要

に応じ機構において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録

をもって帳簿への記載に代えることができるものとする。 

３ 機構は、帳簿（前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含

む。）を、最終の記載又は記録の日から起算して10年間保存しなければならないものとする。 

（特定緑地保全業務に関する秘密の保持に関する事項） 

第 14条 機構の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、個人情報の保護に関する法律（平

成 15年法律第 57号。以下「個人情報保護法」という。）その他個人情報保護に関する諸規範に

従い、特定緑地保全業務に関して知り得た個人情報について漏洩、滅失及び毀損し、又は特定緑

地保全業務以外の目的（個人情報保護法第 18条第１項及び第２項に基づき、個人情報の取得に

際しての通知等を行った利用目的を除く。）での複製、利用等をしてはならないものとする。 

２ 機構の役員及び職員並びにこれらの者であった者は、特定緑地保全業務に関して知り得た秘密

情報について漏洩、滅失及び毀損し、又は特定緑地保全業務以外の目的で複製、利用等をしては

ならないものとする。 

（特例業務） 

第 15条 機構が、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法（昭和 41年法律第１号）第

14条第１項の規定により同項各号に掲げる業務を行う場合は、次の表の左欄に掲げるこの規程

の規定中同表の中欄に掲げる字句を、それぞれ同表の右欄に掲げる字句としたうえでこの規程を

適用するものとする。 

 

 

規程の名称、第１条、第４条、第５条、

第６条、第２章の名称、第７条第１項、

第８条、第９条第１項、同条同項第十

号、第 10条第１項、同条第２項、同条同

項第二号、同条第３項、同条同項第一

号、同条第４項、第11条、同条第三号、

第 12条第１項、第 13条第１項、第14条

第１項、同条第２項 

特定緑地保全業務 特定土地保全業務 

第１条、第２条、第13条第１項 法 緑地法 

第３条 法 緑地法及び古都法 

第６条 法第 17条の２第２項 古都法第 13条第１項 

第７条第１項 法第 17条の２第２項 古都法第 13条第２項 

第８条第一号 法第 12条第１項の規定

による特別緑地保全地

古都法第６条第 1項の

規定による歴史的風土



区内 特別保存地区内 

第８条第二号 法 14条第１項 古都法第９条第１項 

第９条第 1項 法第 17条の２第３項 古都法第 13条第３項 

第 10条第１項第一号 法第 17条の２第４項 古都法第 13条第４項 

第 15条  削除 

 

（改廃） 

第 16条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

 

附則 

１ この規程は、法第71条第１項の規定に基づき、国土交通大臣の認可を受けた日から施行す

る。 


